
社会保障・税一体改革大綱（平成 24年２月 17 日閣議決定）（抄） 

 

第３章 具体的改革内容（改革項目と工程） 

 

２．医療・介護等① 

（地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化） 

○ 高齢化が一段と進む 2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切な医

療・介護サービスが受けられる社会を実現する。 

○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合にしっ

かり「治す医療」と、その人らしく尊厳をもって生きられるよう「支える医療・介

護」の双方を実現する。 

 

（１）医療サービス提供体制の制度改革 

○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、

在宅医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。 

＜今後の見直しの方向性＞ 

ⅰ 病院・病床機能の分化・強化 

・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図る

など、病院・病床の機能分化・強化を推進する。 

・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一 

般病棟における長期入院の適正化を推進する。 

ⅱ 在宅医療の推進 

・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医

療について、達成すべき目標、医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明

確化するなどにより、在宅医療を充実させる。 

ⅲ 医師確保対策 

・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、

医師のキャリア形成支援を通じた医師確保の取組を推進する。 

ⅳ チーム医療の推進 

・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一

定の行為を行う看護師の能力を認証する仕組みの導入などをはじめとして、チー

ム医療を推進する。 

☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が

策定する新たな医療計画に基づく地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等

を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。そのため、平成 24 年通常国会以

降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。 

資料２ 


